
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人長谷川一郎の上告趣意は、いづれも原審において控訴趣意として主張され

ず、従つて、原審の判断を経た事項に関するものでないばかりでなく、第一点は、

単なる事実誤認、法令違反の主張にとゞまり、記録に徴しても、被告人はＡ株式会

社Ｂ支店長名義の手形発行の権限をもつていたものではなく、所論の各手形は右会

社支店長の補助者たる資格において作成したものに過ぎないことが認められ、原判

決の維持する第一審判決の趣旨も、同様に認めたものと解され、第二点は単なる法

令違反の主張に過ぎず（有価証券偽造罪を判示するにあたつては、いかなる名義人

のいかなる内容の有価証券であるかがわかる程度に判示するを以て足り、商法上の

手形要件を全部表示するの必要はない）、第三点は、違憲をいうも、第一審判決に

はその第二乃至第五の手形偽造の事実を認定する証拠理由に欠けるところがないか

ら、所論違憲の主張はその前提を欠き、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。
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